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要旨

本研究は、特定保健指導に係わっている全国の市町村の保健師1,156名を対象に特定健診・特定保健指導に関する検査項目の

実施状況および保健師の意見を把握することを目的に調査を行い、514名の保健師から回答が得られた。その結果、（1）制度上は

医師の判断の下で行われる詳細な健診項目の追加および特定保健指導対象者の選定を保健師の判断で行うことがいいと思ってい

る保健師がそれぞれ30.6%、60.0%であった。（2）18.4%の市町村が積極的特定保健指導を行う過程で血液検査を実施しており、

そのうち、実施の判断を保健師が行っているのは74.2%であった。（3）51.3%の保健師が療養中の者を特定保健指導対象者に含

めてもよいと考えていた。保健師は、必要に応じて関係機関に働きかけながら、対象者と関わり、保健指導を行い、療養中の者を

含めて重症化予防を行いたいと感じていた。地域の健康課題を把握し、住民に身近な存在の保健師が、専門職として十分に活動で

きる仕組みつくりをすることにより、国の目指す健康寿命の延伸へと繋がると考える。

Abstract
To identify the current performance and thoughts of municipal public health nurses who participate in the 

Specific Health Examinations and Specific Health Consultation programs, a nationwide survey was conducted. Data 
were collected from 514 out of 1,156 municipal public health nurses. The results showed that, although physicians 
conventionally add examination items and select people who should receive the services, 30.6% of the public health 
nurses agreed that they should add detailed health examination items with their own decisions, and that 60.0% of them 
believed that it was ideal for them to select patients for Specific Health Consultation. Furthermore, as part of providing 
proactive Specific Health Consultation, 18.4% of the municipalities were conducting blood tests, and in 74.2% of those 
cases, the public health nurses made decisions for blood tests. A total of 51.3% of the public health nurses agreed that 
people undergoing medical treatment should receive Specific Health Consultation. Public health nurses are familiar 
with community residents and understand the health issues of the community, which will enable them to fully practice 
as healthcare professionals, and which may contribute to realizing the aspiration of extending the healthy lifespan of 
the Japanese population.
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1. 緒言

世界保健機構（WHO）が2000年に提示した「健

康寿命」の概念は、わが国においても、新たな健

康指標として着目され、社会保障制度、特に医療

介護改革においては「健康寿命の延伸」が大きな柱

の1つとなっており、2025年までに現在の健康

寿命（男性72.14歳 ,女性74.79歳 : 平成29年）を2
年延長することを目標に掲げている（厚生労働省 
2005）。
健康日本21（第2次）においても「健康寿命の延

伸・健康格差の縮小」の実現を目指し、生活習慣

病の発症予防・重症化予防のためにさまざまな目

標値が設定され、一次予防、二次予防への具体的

な方策が実施されつつある（厚生労働省 2013a）。
2008年4月の医療制度改革関連法施行によって

生活習慣病患者の増加と医療費の増大を抑えるた

めに、すべての保険者に特定健診・特定保健指導

の実施が義務づけられた。特定健診は、生活習慣

病の発症予防、早期発見、重症化予防を目的に実

施され、通称メタボ健診とも呼ばれている（厚生

労働省 2008）。生活習慣病の予防、症状の改善や

悪化防止のためには対象者一人ひとりの生活習慣

の改善が不可欠であり、特定健診結果に基づいて

行われる特定保健指導を通して、対象者の行動変

容を促すことが健康寿命の延伸のために極めて重

要である。

特定健診・特定保健指導の効果を検討して

いる研究は多くされている（船山 他 2016, 春山 
他 2012, Kuwabara 2016, 真殿 他 2018, 森川 他 
2012, 蔦谷 他 2017, 吉川 2014）。特定保健指導

は、医師、保健師、管理栄養士によって行われる

ことになっているが、国民健康保険加入者に対し

て、自治体の行う特定保健指導は保健師によって

行われる場合が多い。生活習慣病のリスクの高い

生活を習慣化してきた対象者の行動変容は容易な

ことではなく（早川 他 2014, 平谷 他 2015, 岸 他 
2016, 鈴木 他 2017, 辻・塩島 2015）、質の高い保

健指導に向けた取り組みを行うために、保健師は

専門職としての保健指導能力の獲得の必要性を認

識している（林 他 2016, 平藪 他 2015, 金子 2017, 
包國・麻原 2013, 桐生・佐藤 2015, 小出 他 2015, 
岡田 他 2012）。
このような中、特定健診・特定保健指導を実施

する自治体の取り組みの現状について整理したも

のはほとんど見当たらなかった。

また、平成22年度を初年度とする国保ヘルス

アップ事業は、国保保険者が、被保険者の健康の

保持・増進、生活の質の向上を目的として、効率

的・効果的に実施する事業である（国民健康保険

中央会 2014）。この事業では、特定保健指導の対

象外となっている療養中の者や治療中断者を対象

とし実施しているものもあり、このような対象者

への保健指導の結果、検査値等に改善傾向がみら

れることもあった（鈴木（齋藤） 他 2012）。特定保

健指導の範囲のみだけではなく、被保険者全体の

現状と課題の分析によって、保健指導の必要性と

有効性・効率性が見込まれる対象にも拡大すべき

ことが示唆されている。

特定健診・特定保健指導が開始され10年目を

迎えた現在、特定保健指導を効果的・効率的に進

めていくためには、特定健診・特定保健指導に対

する経験知を積み重ねてきた保健師の意見を参考

に、改善に向けた検討を重ねていくことが必要で

ある。

今回の研究は、市町村で行っている特定健診・

特定保健指導に関する検査項目の実施状況を整理

し、保健師の意見から積極的に予防活動に取り組

みたいという意見を把握することで、国が目指す

健康寿命の延伸に向けて、効果的な特定健診・特

定保健指導を実施するための基礎資料を得ること

ができると考える。

2. 方法

2. 1 対象

地方公共団体情報システム機構ホームページよ

り、各都道府県市町村データを閲覧し、全国の保

健事業担当課施設の所在の分かった1,916施設か

ら乱数表を用いて、県が偏らないように各都道府

県別に1,156施設を無作為に抽出した。抽出した

1,156施設に勤務し、特定健診・特定保健指導を

主担当している市町村保健師（各市町村あたり1
名）を調査対象とした。

2. 2 調査方法

無記名の自記式質問紙を用いた郵送法による調

査を行った。各対象者には依頼文書、研究計画書、

調査用紙、返信用封筒を郵送し、質問紙の返信を

もって研究協力に同意したとこととした。調査期
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間は平成29年6月〜7月末である。

2. 3 調査内容

調査項目は、以下の5項目とした。

1）属性 : 所属する市町村がある都道府県名

2）特定健診の検査項目 *1

  （1）基本的な健診の項目 *2の実施状況

  （2）詳細な健診の項目 *3の実施状況

  （3）市町村が独自に追加している項目

  （4）将来追加できればよいと考えている検査項

目

3）特定健診・特定保健指導と保健師の判断

  （1）詳細な健診項目の追加の判断

  （2）血液検査結果の判定

  （3）健診結果に基づく特定保健指導対象者の選

定

  （4）特定健診の最終判定

  （5）特定健診・特定保健指導において、保健師

の判断に関する自由記載

4）特定保健指導の過程で実施している検査項目

及び実施できればよいと考えている検査項

目

5）療養中の者 *4に対する特定保健指導のあり方

  （1）特定保健指導の対象者に療養中の者を含め

るかの保健師の判断に関する自由記載

  （2）療養中の者に対する特定保健指導に関する

自由記載

*1: 特定健診の項目として、健診対象者の全員が受ける「基

本的な項目」医師が必要と判断した場合に選択的に受ける

「詳細な健診の項目」とがある。

*2: 特定健診の基本的な項目:質問項目、身体計測、（身長、

体重、BMI、腹囲）理学的検査（身体診察）、血圧測定、

血液化学検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコ

レステロール）、肝機能検査（AST、ALT、γ-GT）、血糖

検査（空腹時血糖又はHbA1c検査）、尿検査（尿糖、尿

蛋白）がある。

*3: 特定健診の詳細な健診の項目:心電図検査、眼底検査、

貧血検査（赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値）

のうち、一定の基準の下、医師が必要と判断した場合に

選択的に実施する。

*4: 服薬療養中の者は特定保健指導の対象外とされている。

2. 4 分析方法

各項目の記述統計量を求めた。無回答及び不明

回答は欠損として取り扱い、有効回答のみで分析

を行った。統計解析にはSPSS statistics 23.0を使

用した。

2. 5 倫理的配慮

調査対象者への依頼文書の中に、研究への参加

は自由意思であること、協力しないことによる不

利益は生じないこと、本研究は業務との関係は一

切ないこと、研究以外の目的でデータを使用しな

いこと、質問紙は無記名であり、データから施設

名、個人名が特定されないように処理すること、

研究結果は公表を予定しているが、公表時に施設

名を特定できないようにすること、データは鍵の

かかる保管庫で管理し、研究終了後にはシュレッ

ダーで裁断し、破棄することを記載した。

本研究は、所属大学の研究倫理安全委員会の承

認（承認番号17-5）を得て実施した。

3. 結果

514名の保健師（回収率44.5%）からの回答が

あった。そのうち、一部の項目（基本的な健診項

目）が未回答であった3名を除く、509名（44.0%）

を分析対象とした。対象者は、北海道から沖縄県

までの47都道府県に分布しており各都道府県別

の回収率は50.4%から32.1%であった。

3. 1 特定健診の検査項目の実態

3. 1. 1 基本的な健診項目及び詳細な健診項目の実施

状況

健 診 項 目 の 実 施 状 況 を 表 1 に 示 す。

表1. 基本的な健診項目及び詳細な健診項目の

実施状況
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「基本的な健診の項目」は空腹時血糖測定（82.9%）

を除く、全ての項目を95%以上が実施していた。

「詳細な健診の項目」では、実施率の高い順に心電

図検査（95.2%）、眼底検査（94.3%）、ヘモグロビ

ン値（89.9%）、ヘマトクリット値（88.9%）、赤血

球数（87.5%）であった。

3. 1. 2 市町村が独自に追加している項目及び将来追

加できればよいと考えている検査項目

結果を表2に示す。すべての市町村で独自の追

加項目を設けていると回答した。追加項目として

は、血清クレアチニン値（94.3%）、尿酸値（80.7%）

が高かった。また、将来追加できればよいと考え

ている検査項目で最も多かったのは、血清アルブ

ミン値（13.4%）であった。

3. 2 特定健診・特定保健指導と保健師の判断

詳細な健診項目追加の判断を保健師が行うこと

に対して「いいと思う」、「まあいいと思う」と回答

した者は30.6%であった。特定保健指導対象者の

選定に対しては60.0%、検査結果の判定に対して

は25.2%、特定健診の最終判定に対しては26.7%
の者が保健師が行うことを「いいと思う」、「まあ

いいと思う」と回答した（表3）。
質問紙の自由記載から保健師の判断に関する意

見について42人から回答が得られた（表4）。「い

いと思う」、「まあいいと思う」と回答した者の自

由記載欄には、「住民の健康を守るためにも、住

民に近い保健師が判断し、保健指導へとつなげて

いくことが大切だと思う」、「保健師が必要性を

感じすでに判断している項目がある」との記載が

あった。「あまり思わない」、「思わない」と回答し

た者では、「医師による判断が必要だと考える」、

「保健師が判断しても、法的に問題はないのか」、

「特定健診は標準化を図り、他の市町村と比較を

しやすくしており、保健師が判断するものではな

いと思う」との記載があった。

3. 3 特定保健指導の過程で実施している検査項目及

び今後実施できればよいと考えている検査項目

保健師が行う積極的特定保健指導の過程で血液

検査をすでに実施していると回答した者が、93
人18.4%あった。この中で、血液検査実施の判

断を保健師が行っていると回答した者は69人
74.2%を占めた（表5）。
すでに実施していると回答があった検査項目を

表6に示す。HbA1c（94.6%）、HDLコレステロー

ル（83.9%）、中性脂肪（83.9%）、LDLコレステロー

ル（82.8%）、空腹時血糖（66.7%）であった。これ

以外に肝機能検査（AST、ALT、γ -GTP）、尿酸、

血清クレアチニンを実施されていた。

実施できればよいと考えている検査項目は、

LDLコレステロール（33.3%）、HbA1c（32.3%）、

中性脂肪（31.2%）、HDLコレステロール（31.2%）、

空腹時血糖（26.9%）の順であった。

3. 4 療養中の対象者に対する特定保健指導のあり方

療養中の者を特定保健指導対象者に含めても

「いいと思う」、「まあいいと思う」と回答した者

は51.3%、「あまり思わない」、「思わない」と回答

した者は48.7%であった（表7）。質問紙の自由記

載から療養中の対象者に対する特定保健指導に関

する意見について35人から回答が得られた（表8）
「医療機関と連携が取れればいい」、「医療機関と

の連携が密にとれれば含めた方がいいと思うが、

表2. 市町村が独自に追加している項目及び将来追加できれ

ばよいと考えている検査項目

表3. 特定健診・特定保健指導における保健師の判断 *

*各質問項目に対する選択肢を「いいと思う」、「まあいいと思う」、

「あまり思わない」、「思わない」の4件法とした。

いいと思うには「いいと思う」、「まあいいと思う」、いいと思わない

には「あまり思わない」、「思わない」が含まれる。
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難しい」、「医師の指示を正確に把握できる仕組み

がない」、「体制が整っていればいいが、難しいの

が現場である」との記載があった。

4. 考察

4. 1 特定健診・特定保健指導における市町村保健

師の取り組みと役割

4. 1. 1 特定健診の検査項目の実態

「基本的な健診の項目」に関しては、空腹時血

糖を除くすべての項目が95%以上の実施されて

いた。また、「詳細な健診の項目」は88〜95%が

実施していた。さらに、すべての市町村で独自の

追加項目を設けていると回答しており、特に尿酸

値と血清クレアチニン値を追加しているまたは追

加したいと考えている保健師が多く見られた。尿

酸値は、糖尿病や高血圧等の生活習慣病との関連

も示唆されており（Nagahama et al 2015, 西尾 他 
2016, Oda et al 2009）、メタボリックシンドロー

ムおよび関連疾患発症のリスク因子である（辻 他 
2007）。さらに、福井らは、尿酸値は肥満関連因

子の中でも内臓脂肪と強い関わりがあることを確

認し、メタボリックシンドロームをターゲットに

表4. 特定健診・特定保健指導において保健師の判断に関する自由記載

表5. 保健師が行う積極的保健指導の過程での血液検査の

実施状況

表6. 保健指導の過程で実施している検査項目及び

今後実施できればよいと考えている検査項目
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している特定健診の検査に取り入れるべき項目

であることを示唆している（福井 他 2014）。また、

尿酸値に対する影響因子として血清クレアチニン

値があり、腎機能と強い関連があったと報告して

いる（福井 他 2014）。今後追加したい検査項目と

して、血清アルブミン値が挙げられた。血清アル

ブミン値に影響を及ぼす因子としては、高血圧や

糖尿病、肥満があり（荒木 他 2011, 江角 他 2008）、
HbA1cなどの糖尿病関連検査とともに糖尿病予

防に有用な検査になると考え、市町村保健師達は

導入したいと考えていることが示唆された。

住民に対して提供されている、種々の保健活動、

保健・福祉サービスは、1人当りの医療費に大き

く影響し医療費の低下につながる（鈴木 他 2012）
ことが報告されている。特定健診・特定保健指導

はメタボリックシンドロームに着目した健診であ

るが、保健師は、「特定保健指導の判定にこだわ

らず、個別で相談を実施している。」や「必要性を

感じ、すでに判断している項目がある」などと回

答しており、地域の健康課題に合わせながら、市

町村独自に追加項目を設けるなどメタボリックシ

ンドロームのみならず、生活習慣病予防や重症化

予防等の予防的な視点を持ち、また、常に意識し

ながら保健活動を行っていることが示唆された。

4. 1. 2 積極的保健指導の過程での血液検査の実施と

その判断

現在の特定健診・特定保健指導では、特定健診

受診後、特定保健指導対象者を選定し、積極的支

援や動機づけ支援を実施している。現在の特定保

健指導を実施後の評価は、目標達成の確認や、次

年度の健診を受診するように促し、健診データ等

を活用し客観的な評価を行うこととなっている

（厚労省 2013c）。今回の調査で、18.4%の保健師

が積極的支援での保健指導の過程で血液検査を実

施していることが明らかになった。日本看護協会

が開発した保健指導のための支援活動プログラム

「生活習慣病予防支援モデル」では、自分の体の状

態を把握できるように血液検査を行うこととした。

血糖値のコントロールを評価する指標となるヘモ

グロビンA1cの検査を毎回行い、この検査結果か

ら、対象者自身、自分の努力やライフスタイルの

改善と検査値が関係していることを理解できる保

健指導を展開し、「コントロールの指標として血

液検査（HbA1c）」を活用したことにより、効果を

あげたと報告している（日本看護協会 2007）。村

本らは、特定保健指導終了後も対象者の生活習慣

改善意欲を維持するためには、終了時に血液検査

を実施し、検査値が改善したことを確認すること

が望ましいと報告している（村本 他 2010）。江藤

は、「定期的な保健指導では、前回の保健指導内

容や生活改善の評価指標が重要となってくる。対

*質問項目に対する選択肢を「いいと思う」、「まあいいと思

う」、「あまり思わない」、「思わない」の4件法とした。

いいと思うには「いいと思う」、「まあいいと思う」、いいと思

わないには「あまり思わない」、「思わない」が含まれる。

表7. 特定保健指導の対象者に療養中の者を含めるか

の保健師の判断

表8. 特定保健指導の対象者に療養中の者を含めるかの保健師の判断に関する自由記載
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象者が保健指導内容の重要性を理解し、実現可能

な行動化に結び付けられるようにするためには、

臨床検査結果などの定量的データの存在は大き

い。」と報告している（江藤・草間 2000）。筆者ら

は、保健指導の効果を最大限に向上させるために

は、保健指導の過程で血液検査を実施し、結果を

対象者に提示することが必要であることを提案し

てきた（赤星 他 2016）。
「安心と希望の医療確保ビジョン」（平成20年9
月）の中では、「予防や社会資源の開発・連携体制

の構築等についての医療・介護・福祉現場おける

保健師の専門性活用を推進する」と明言されてお

り、適切な医療保険を提供し、健康寿命の延伸を

図るうえでの保健師の役割および保健師の保健活

動が期待されている（厚生労働省 2008）。また、「医

師の働き方改革に関する検討会」（平成29年8月）

では、医師−他職種間等で行うタスク・シフティ

ング（業務の移管）の有効活用についても指摘され

ている（厚生労働省 2018）。
特定保健指導を行っている保健師の裁量で血液

検査をタイムリーに実施することによって、血液

検査結果の変化の有無を客観的に確認でき、対象

者自身が自分で自分の生活を見直し、検査値と生

活習慣行動変容とが関連していることを理解し、

自分の状態をつかむことができると考える。また、

対象者に合った保健指導の内容を考えることにも

活用することができると考える。

さらに、「特定保健指導」の過程において、保健

師の判断で必要な検査を実施し、科学的根拠に基

づいて保健指導対象者を階層化するとともに、集

団指導、個別指導、訪問指導、学習会など、効果

的な保健指導方法を選択し実施していくことによ

り、きめ細かい保健指導ができるのではないかと

考える。対象者の生活背景を理解している保健師

が血液検査や尿検査のオーダーができるようにな

れば、保健指導の効果がより大きくなるはずであ

る。

4. 1. 3 療養中の者に対する保健指導のあり方

現在、降圧薬等を服薬中の者は、継続的に医療

機関を受診していることを理由に、生活習慣の改

善支援については、医療機関において継続的な医

学的管理の一環として行われることが適当である

とされており、特定健診・特定保健指導では療養

中の者は医療の対象であり、特定保健指導の対象

とされていない。

しかし、今回の調査では、50%以上の保健師

が療養中の者を特定保健指導対象者に含めてもよ

いと考えていた。

薬物療法を受けている者に対して健康教育を取

り入れたサービスを提供することにより医療費

が有意に減少したことが報告されている（岡山 他 
2005）。さらに、特定保健指導の対象外となって

いる、服薬中の者や治療中断者を対象として保健

指導を実施した結果、検査値等に改善傾向がみら

れ、保健指導の必要性と有効性・効率性が示さ

れ、これらの者を保健指導の対象として拡大すべ

きこと（国民健康保険中央会 2014）が報告されて

いる。筆者らは、服薬中の者の継続的な自己管理

が十分でないこと、生活習慣の改善の必要性も認

識していない者が少なくないことを報告した（赤

星 他 2014）。広瀬らは、「特定健診の受診者のう

ち、服薬治療群において男女ともどの年齢階級で

も40％程度が高血圧管理不良であったり、血糖

のコントロールが十分されていない状況であった。

（広瀬 他 2014）」こと、さらに「積極的支援レベル

対象者のうち2年後服薬治療へ移行した者の割合

は17.5%（男性）、28.3％（女性）であった（広瀬 
他 2017）。」と報告している。対象者自らの健康状

態を認識できるよう支援し生活習慣改善への行動

変容を促進するような啓発活動が有効だと考える。

療養中の者の生活習慣病が重症化しないようにす

るためには適切な治療に加え、生活指導・生活改

善が必要である。

「医療機関との連携が密にとれればいいが、難

しい」、「医師の指示を正確に把握できる仕組み作

りがない」等の、医療機関との連携を実施するこ

とが難しい現状があるとの回答があり、医療従事

者それぞれの専門性を発揮しつつチームで関わっ

ていくチーム医療を実現していくために、地域住

民を対象とした地域の人々の健康づくりに市町村

保健師がリーダーシップをとり、一丸となって対

応していくことが不可欠である。

4. 2 積極的に予防活動に取り組みたいと考える保健

師の期待

効果的・効率的な保健指導が実施できるのは保

健師に他ならない。なぜならば、特定保健指導の
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対象者には生活環境・習慣を見据えた保健指導が

不可欠だからである。

Freidson（1970）は専門的情報・知識に着目し、

そうした情報を一方的に有する医師とそれを有さ

ない患者との間で、力の不均衡が起こっているこ

とを指摘している。保健師が丁寧に検査結果を説

明することで対象者との間の専門的情報・知識の

不均衡が是正し、納得して保健指導を受けること

ができる。 
保健師の支援技術に着目した研究（平藪 他 

2015, 小出 他 2014）や自治体において生活習慣病

予防の保健指導スキルの向上に向けて様々な取り

組みがなされている（水野 他 2016）。地域住民を

対象とした保健指導を実施する保健師は、住民が

いつどのようなときに足踏みをするのか、いつど

のような方法でフォローすることが効果的なのか

を常に意識している。また、保健師は、特定健診

や生活習慣などに関する質問項目を「地域の強み」

と考え、健康増進施策において健康教育や保健指

導を行っている（木村 他 2016）。
特定健診における詳細な項目の追加の判断お

よび検査結果の判断を保健師が行うことに関し

て「いいと思う」と回答した者はそれぞれ30.6%、

25.2%であった。現在、特定健診での詳細な健診

項目追加の判断、検査結果の判定や特定保健指導

対象者の選定、結果の最終判定については、医師

が実施することとなっており、医師の判断がな

ければ法的に実施できない。（厚生労働省 2013b）。
その一方、詳細な健診項目を市町村が健診項目と

して取り入れており、健診受診者全員に実施して

いる市町村もあることが明らかになった。具体的

には、「保健師の判断で保健指導の対象者を選定

し実施している」などすでに判断している（判断を

している項目があるを含む）と自由記載で回答し

た者や、「保健師が必要性を感じれば県や医師会

と協議し、実施や変更を働きかける形になるので

はないか」と回答した保健師がいることから、保

健師は地域住民の健康課題を把握し、必要性を感

じれば関係機関と話し合い、指導やフォローが必

要な対象者に関わることが出来るように働きかけ

ている。

今回の調査では、特定健診での特定保健指導対

象者の選定は、60.0%の者が保健師の判断で実施

可能であると回答しており、保健師自らが特定保

健指導対象者の選定を行い、生活習慣病の発症予

防・重症化予防のために、一次予防、二次予防の

観点から対象者に関わっていきたいと考えていた。

特定健診結果だけで判断するのではなく、地域の

健康課題、対象者の個別性を把握した保健師が、

対象者を選定し指導へとつなげていく必要がある

と考えている保健師がいることが示唆された。さ

らに、保健師の役割について、「健診結果を経年

的に見ていき、身体で起こっていることを対象者

にイメージしてもらう」、「健康・医療情報を活用

してPDACサイクルに沿った効果的かつ効率的

な保健事業が求められており、新たな保健事業の

拡充を図っていかなければならない」など、保健

師としてどのような役割を持ち、対象者に関わる

かを試行錯誤しながら保健活動を行っていること

が窺えた。

平成21年7月に保健師助産師看護師法の一部

が改正され、保健師教育の修業年限が6か月以上

から1年以上に変更、保健師助産師看護師学校養

成所指定規則の改正により、単位数は23単位か

ら28単位に増えた。保健師に求められる役割と

役割を踏まえ、保健師に求められる能力の一つに

地域の人々と協働して地域健康増進能力を高める

能力が設定された（島田 2011）。また、吉岡（2015）
は、保健師自身が将来的にどのようにしていけば

より住民の健康をまもることができるかについて

一定の方向性を出していかなければならないと述

べている。これらを機会にして、社会のニーズに

対応した保健師の専門性を確立していかなければ

ならない。

さらに、「地域における保健師の保健活動に関

する指針」の中で、保健師の保健活動の基本的な

方向性として、予防的介入の重視が挙げられてい

る（厚生労働省 2013c）。本調査での「住民の健康

を守るためにも、住民に近い保健師が判断し、指

導へとつなげていくことが大切だと思う」との記

述が示すように保健師は、地域住民に近い存在で

あり、地域の健康課題について把握している存在

であると自負している。保健師は地域の実情に精

通し、地域の健康課題を分析・評価し、その特性

に応じた対策を施策化する重要な役割を担う専門

職であり、保健師が担うべき役割はますます重要

となっている。地域住民に身近な存在であり、地

域の健康課題を把握している存在である保健師が、
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専門職としての活動を十分に行えるようにするこ

とで、国の目指す、「健康寿命の延伸・健康格差

の縮小」へと繋がっていくと考える。

5. 研究の限界

本研究では、全国の市町村保健事業担当施設の

保健師を対象として調査を行った。500名以上の

保健師から回答が得られたが、全市町村の26.6%
の意見である。回答者の負担を考慮して質問項目

を限定したので、特定健診・特定保健指導に対す

る保健師の思いを十分把握することはできなかっ

た。しかし、今後の特定健診・特定保健指導や生

活習慣病の発症予防・重症化予防を効果的に進め

ていくために検討する際の資料となり得ると考え

る。

6. おわりに

特定保健指導に係わっている市町村の保健師を

対象に特定健診・特定保健指導の実態および保健

師の考えを調査し、分析した結果、以下の点が明

らかになった。

すべての市町村で独自の追加項目を設けており、

特に血清クレアチニン値と尿酸値を追加している

または追加したいと考えていた。

現状では医師の判断が必要である詳細な健診項

目の追加の判断および特定保健指導対象者の選定

を保健師の判断で行うことがいいと思っている保

健師がそれぞれ30.6%、60.0%であった。

18.4%の市町村が積極的特定保健指導を行う過

程で血液検査を実施しており、そのうち、実施の

判断を保健師が行っているのは74.2%であった。

51.3%の保健師が療養中の者を特定保健指導対

象者に含めてもよいと考えていた。

地域の健康課題を把握し、住民に身近な存在の

保健師が、専門職として十分に活動できる仕組み

つくりをすることにより、国の目指す健康寿命の

延伸へと繋がると考える。
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